
 

 資料５  

■ PCB廃棄物処理事業に係る国からの要請と道の回答について 

北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課 

 

 

［現状と課題］ 

○変圧器・コンデンサー等（計画的処理完了期限：令和４年度末） 

→今後の掘り起こし量等を見込むと、期限までに処理が完了できない可能性あり。 

○安定器・汚染物等（計画的処理完了期限：令和５年度末） 

→処理促進策を講じても期限内の処理は困難。掘り起こし量等を見込むと、計画

的処理完了期限に加えて２年程度の処理期間が必要。 

［要請内容（令和３年９月 22日）］ 

○事業終了準備期間を活用して処理することについて理解と協力をいただきたい 

  ・変圧器・コンデンサー等：少なくとも令和５年度末まで 

  ・安定器・汚染物等：令和７年度末まで 

 

［検討］ 

○要請内容が現行の国の計画に沿った内容であること、処理量などの見通しの妥当

性や安全性、室蘭市の意向などを踏まえて検討 

［回答内容（令和４年３月 28日）］ 

 ○要請について了解する 

 ・令和７年度末までとする処理の完了時期の再延長は行わないなど、これまでの

受入条件を遵守するよう改めて求めた 

 

＜参考＞ 
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